
１　総括

　

川越市の給与・定員管理等について

区分 住民基本台帳人口
(平成28年1月1日）

(1)　人件費の状況（普通会計決算）

(3)　ラスパイレス指数の状況

区分

350,223 17.4

平成27年度 人

職員数

104,050,763

2,166

(2)　職員給与費の状況（普通会計決算）

平成27年度 人

Ａ

平成26年度の
人件費率

(参考)

給与費

千円

16.7

％％

人件費率

Ｂ／ＡＡ

歳出額

4,907,990

千円

実質収支

18,095,306

千円

Ｂ

人件費

給　料

7,968,586

千円

2,139,650

千円

職員手当 期末・勤勉手当

3,107,541

千円

13,215,777

千円

計　Ｂ

(参考)一人当
たり給与費

(参考)類似団
体平均一人当
たり給与費

Ｂ／Ａ

6,422

千円千円

6,101

H25.4.1

100.8 H25.4.1

100.1 

H25.4.1

98.5 

H26.4.1

101.5 

H26.4.1

99.9 
H26.4.1

98.6 

H27.4.1

102.1 

H27.4.1

100.1 
H27.4.1

98.7 

H28.4.1

102.6 

H28.4.1

100.5 
H28.4.1

99.1 

90.0

95.0

100.0

105.0

川越市 中核市類型 全国市平均

（注）１ 職員手当には退職手当を含まない。

２ 職員数は、平成27年４月１日現在の人数である。

３ 給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含

まれており、職員数には当該職員を含んでいない。

（注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較する

ため、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職

俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数。

２ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平

均したものである。

３ 平成25年は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定・臨時特例法による給与減額措置



平成28年４月１日の給与制度の総合的見直しに際し経過措置として実施している現給保障により、ラ
スパイレス指数が上昇していますが、時限的なものであり、現給保障が終了する段階で改善が図られ
る見込みです。

見直し後の支給

川越市の支給割合 6% 6% 6%

の支給割合 割合（H30.4.1） の支給割合

国基準による支給割合 6%

平成28年度

(4)　給与制度の総合的見直しの実施状況について

平成27年度

6% 6%

３ 平成25年は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定・臨時特例法による給与減額措置

がないとした場合の値である。

※ 平成28年４月１日のラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、②

３年連続で上昇している場合、③100を超えている場合について、その理由及び改善の見込み

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当

の支給割合の見直し等に取り組むとされている。

①給料表の見直し

［ 実施 未実施 ］

実施内容（平均引下げ率、実施（実施予定）時期、経過措置の有無等具体的な内容（未実施の場

合には、その理由））

（給料表の改定実施時期）平成28年４月１日実施。

（内容）行政職給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均2.3％引下げ。

また、激変緩和のため、５年間（平成33年３月31日まで）の経過措置（現給保障）を実施。

他の給料表については、行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施。

②地域手当の見直し

実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合）

（支給割合）国基準６％に対し、川越市においても６％を支給。

③その他の見直し内容

管理職員特別勤務手当について、国と同様に見直しを実施。（平成28年４月１日実施）



２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

①一般行政職

②技能労務職

うち守衛 7,130,700 3,177,300 2.24

408,100 371,700 自家用乗用
自動車運転手 59.1 191,900

類似団体

52.1

1.50

6,319,400 3,968,100 1.59

5,385,800 2,732,900 1.97

6,454,100 2,453,800 2.63

2.13

55.2

47.9 102 332,000 392,900 378,760 廃棄物処理業 45.3 290,300 1.35

47.5 91 283,500 315,800 324,100 調理師

17 333,900

199,900 1.70

237,200

42.3 252,800 1.25

293 347,254 406,715 390,774

48.6 263 331,379 394,461 365,038

329,358 -50.4 2,876 287,447

1.94

埼玉県 43.0 329,342 424,146 380,761

うち守衛 52.4 7 341,700 460,900 376,800 守衛 60.3

366,000 350,50048.2 381川越市

55.2

うち清掃職員

41.8 321,769 412,395 367,696

国 43.6 331,816 410,984 -

313,700

公　務　員 民　　　間
区　　分

うち用務員 45.3 71 296,600 339,500 331,700 用務員

参　　考

年収ベース(試算値)の比較

（国比較ベース）

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額

(1)　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成28年４月１日現在）

うち調理員

参　考

Ａ／Ｂ平均給与月額
（Ａ）

平均給与月額
(国比較ベース)

対応する民間
の類似職種 平均年齢 平均給与月額

（Ｂ）平均年齢 職員数 平均給料月額

うち自動車運転手

埼玉県

国

類似団体

Ｃ／Ｄ
民間

（Ｄ）
公務員
（Ｃ）

5,824,800

4,995,000 3,325,500

区　　分

川越市

うち調理員

うち清掃職員

うち自動車運転手

うち用務員

川越市 41.5 321,100 424,100 370,600

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成25～27年の3ヶ年平均）

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているもの

ではない。

※年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員にお

いては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。



③高等学校教育職

３　一般行政職の級別職員数等の状況

(1)　一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（平成28年４月１日現在）

一般行政職

技能労務職

一般行政職

高等学校教育職

技能労務職

96 人 7.6 ％ 140,100円 246,100円

354 人 27.9 ％ 259,900円 379,800円

154 人 12.2 ％ 226,400円 348,800円

193 人 15.2 ％ 190,200円 303,000円

69 人 5.4 ％ 361,300円 443,700円

160 人 12.6 ％ 317,000円 409,000円

181 人 14.3 ％ 286,200円 391,800円

4級

3級

2級

1級

標準的な職務内容

部　長

副部長

課　長

副課長

副主幹

主査

主任

主事・技師

主事補・技師補

区　分

9級

8級

職員数 構成比
１号給の
給料月額

最高号給の
給料月額

7級

6級

5級

18 人 1.4 ％ 457,200円 526,300円

42 人 3.3 ％ 406,900円 467,400円

大学卒 ***,***円 ***,***円 ***,***円 －

176,700円

149,000円 149,900円 144,600円

大学卒

高校卒

―

(3)　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成28年４月１日現在）

区　　　　分 経験年数10年 経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年

183,300円

430,800円

393,000円

― 266,200円 356,000円 373,900円

大学卒 264,500円 359,700円 394,900円

高校卒 229,300円 322,800円 368,000円

379,300円

390,925 円 458,527 円

国

154,300円 151,500円 －

183,300円

区　　　　分 川越市 埼玉県

(2)　職員の初任給の状況（平成28年４月１日現在）

川越市 53.7 歳 428,100 円 511,800 円

埼玉県 44.7 歳 374,879 円 449,520 円

類似団体 46.3 歳

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

（注）１ 川越市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

（注）１ 高校卒は、当該年数の前後１年の職員を含みます。

２ －は、該当職員がいないものです。

３ ＊は、個人の特定を防止するため、非表示としています。



４　職員の手当の状況

○勤勉手当への勤務成績の反映状況（一般行政職）

平成28年度中における運用

　標準に加え、上位及び下位の成績率も適用

　標準に加え、上位の成績率も適用

　標準の成績率のみ適用

イ　人事評価を実施した

ロ　人事評価を実施していない

　標準に加え、下位の成績率も適用

一般職員特定管理職員一般職員管理職員

川越市 国

○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○

1,461千円

期末手当 勤勉手当

2.60  月分 1.60  月分

（平成27年度支給割合） （平成27年度支給割合） （平成27年度支給割合）

(1)　期末手当・勤勉手当

川越市 埼玉県 国

1,678千円

役職加算 5～20％ 役職加算 5～20％ 役職加算 5～20％

管理職加算 15～25％ 管理職加算 10～25％

１人当たり平均支給額（平成27年度） １人当たり平均支給額（平成27年度）

（1.45）月分 （0.75）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

－

期末手当 勤勉手当

2.60  月分 1.60  月分

（1.45）月分 （0.75）月分

期末手当 勤勉手当

2.60  月分 1.60  月分

（1.45）月分 （0.75）月分

１級 7.6% １級 8.0% １級 6.3%

２級 15.2% ２級 14.5%
２級 13.0%

３級 12.2% ３級 12.3%
３級 14.0%

４級 27.9% ４級 29.7% ４級 30.7%

５級 14.3% ５級 12.2% ５級 14.9%

６級 12.6% ６級 13.1% ６級 11.0%

７級 5.4% ７級 5.2% ７級 5.1%
８級 3.3% ８級 3.6% ８級 3.6%
９級 1.4% ９級 1.3% ９級 1.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ｈ28の構成比 1年前の構成比 5年前の構成比

（注）(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。



（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、平成27年度に退職した職員に支給された平均額である。  

滞納処分業務手当

月額　 87,000円

医師業務手当

１人当たり
平均支給額 3,334千円

(2)　退職手当（平成28年４月１日現在）

国

（支給率） 自己都合

支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

102.6地域手当補正後ラスパイレス指数

（ラスパイレス指数）

定年前早期退職特例措置（ 2％～20％加算） 定年前早期退職特例措置（ 2％～45％加算）

20.445月分

29.145月分

勤続20年

勤続25年

勤続35年

最高限度額 49.59   月分

自己都合

川越市

（支給率） 勧奨・定年

41.325月分

49.59 月分

25.55625月分

34.5825 月分

49.59   月分

川越市 6% 2,201

49.59 月分 49.59   月分

20.445月分 25.55625月分

勤続25年 29.145月分 34.5825 月分

勤続35年 41.325月分 49.59   月分

最高限度額

6%

その他の加算措置

手当の名称

(4)　特殊勤務手当（平成28年４月１日現在）

支給実績（平成27年度決算） 28,213　千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成27年度決算） 45　千円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成27年度） 17.8%

手当の種類（手当数） 20

23,512千円

放射線取扱業務手当
病院等において放射線照射装置
を使用して行う撮影等の業務に
従事した職員

病院等において放射線照射装置
を使用して行う撮影等の業務

111 千円
日額 　　 250円
上限 月 5,000円

日額      200円
上限 月 3,000円

市税等の滞納処分にかかる捜
索、差押え、公売（インター
ネットによる公売を除く）又は
差押えた債権の取立て業務

医療職給料表（一）の適用を受
ける職員で、職務の級が４級の
職員

医師又は歯科医師の業務に従事
した職員

3,600 千円 月額　150,000円

左記職員に対
する支給単価

支給実績
（平成27年度決算）主な支給対象業務主な支給対象職員

( 102. 6)

上記以外の医療職給料表（一）
の適用を受ける職員

医師又は歯科医師の業務に従事
した職員

1,044 千円

市税等の滞納処分にかかる捜
索、差押え、公売（インター
ネットによる公売を除く）又は
差押えた債権の取立て業務
に従事した職員

13 千円

勧奨・定年

勤続20年

その他の加算措置

(3)　地域手当（平成28年４月１日現在）

支　給　実　績（平成27年度決算） 525,910 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（27年度決算） 239 千円

支給対象地域

（注） 地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方

公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。

（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基

づく地域手当支給率）により算出。）



手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績 左記職員に対
する支給単価（平成27年度決算）

感染症防疫業務手当

生活保護にかかる個別の面談、
訪問、実態調査の業務に従事し
た職員

生活保護にかかる個別の面談、
訪問、実態調査の業務

障害者福祉にかかる個別の面
談、訪問、実態調査の業務に従
事した職員

障害者福祉にかかる個別の面
談、訪問、実態調査の業務

伝染性疾病等の病原体を保有す
る獣畜又は保有する疑いのある
獣畜に対する防疫の業務に従事
した職員

伝染性疾病等の病原体を保有す
る獣畜又は保有する疑いのある
獣畜に対する防疫の業務

家畜伝染病予防法第６条又は第
30条に規定する業務を補助した
職員

家畜伝染病予防法第６条又は第
30条に規定する業務の補助

日額　    100円

感染症の患者又は感染症の疑い
のある患者の救護の業務に従事
した職員

感染症の患者又は感染症の疑い
のある患者の救護の業務

感染症等が発生し、又は発生す
る恐れのある場合における感染
症等の病原体に汚染された物件
又は汚染された疑いのある物件
の処理の業務に従事した職員

感染症等が発生し、又は発生す
る恐れのある場合における感染
症等の病原体に汚染された物件
又は汚染された疑いのある物件
の処理の業務

日額   　 320円

犬の捕獲、収容、抑留又は移送
の業務に従事した職員

社会福祉業務手当

犬捕獲等業務手当

あけぼの児童園における生活指
導、発達支援の業務に従事する
職員

あけぼの児童園における生活指
導、発達支援の業務

ひかり児童園における生活指
導、発達支援、機能回復訓練の
業務に従事する職員

ひかり児童園における生活指
導、発達支援、機能回復訓練の
業

高齢者福祉にかかる個別の面
談、訪問、実態調査の業務に従
事した職員

高齢者福祉にかかる個別の面
談、訪問、実態調査の業務

日額　　  150円
上限 月 3,000円

精神保健福祉業務手当

精神障害若しくはその疑いのあ
る者についての調査、診察若し
くは診察の立会い又は精神障害
者の入院のための移送の業務に
従事した職員

精神障害若しくはその疑いのあ
る者についての調査、診察若し
くは診察の立会い又は精神障害
者の入院のための移送の業務

252 千円 日額　　  320円

家庭児童相談又は児童にかかる
措置等の業務に従事した職員

家庭児童相談又は児童にかかる
措置等の業務

犬の捕獲、収容、抑留又は移送
の業務

131 千円 日額 　　 400円

公害調査等業務手当

試験等業務手当

次に掲げる業務に従事した職員
１　人体に有害なガスの発生を
　　伴う業務
２　特に危険性を有する薬品を
　　取り扱う業務
３　病理細菌を取り扱う業務
４　毒物及び劇物取締法に基づ
　　く毒物又は劇物の製造所等
　　の立入検査の業務（人体に
　　有害なガス及び特に危険性
　　を有する薬品を直接採取
　　し、又は検査する業務を伴
　　うものに限る。）

１　人体に有害なガスの発生を
　　伴う業務
２　特に危険性を有する薬品を
　　取り扱う業務
３　病理細菌を取り扱う業務
４　毒物及び劇物取締法に基づ
　　く毒物又は劇物の製造所等
　　の立入検査の業務（人体に
　　有害なガス及び特に危険性
　　を有する薬品を直接採取
　　し、又は検査する業務を伴
　　うものに限る。）

399 千円 日額 　　 300円

ガス、粉じん等の有害物、高
熱、騒音等を発散する場所での
環境の調査又は指導等の業務に
従事した職員

ガス、粉じん等の有害物、高
熱、騒音等を発散する場所での
環境の調査又は指導等の業務

有毒物に汚染されている恐れの
ある場所での環境の調査又は指
導等の業務に従事した職員

26 千円

2,616 千円

196 千円

職業センターにおける生活指導
又は作業指導の業務に従事した
職員

職業センターにおける生活指導
又は作業指導の業務

みよしの授産学園における生活
指導又は作業指導の業務に従事
した職員

みよしの授産学園における生活
指導又は作業指導の業務

産業廃棄物の処理等にかかる現
地における環境の調査又は指導
等の業務に従事した職員

有毒物に汚染されている恐れの
ある場所での環境の調査又は指
導等の業務

産業廃棄物の処理等にかかる現
地における環境の調査又は指導
等の業務

日額 　 　370円



手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績 左記職員に対
する支給単価（平成27年度決算）

特殊車両運転手当

塵芥作業手当

(5)　時間外勤務手当

修学旅行等において生徒を引率
して行う指導業務に従事した職
員

修学旅行等において生徒を引率
して行う指導業務

日額　  3,400円

対外運動競技等において生徒を
引率して行う指導業務に従事し
た職員

対外運動競技等において生徒を
引率して行う指導業務

日額    2,400円
    又は3,400円

教員業務連絡指導手当 日額　　  200円

教員特殊業務手当

学校の管理下において行われる
部活動における指導業務に従事
した職員

日額　　  110円

公園又は学校で主として動力機
器を使用しての草刈、樹木の剪
定又は伐採、蜂の巣の駆除、ア
メリカシロヒトリの防除、除草
剤の散布等の作業に従事した職
員

公園又は学校で主として動力機
器を使用しての草刈、樹木の剪
定又は伐採、蜂の巣の駆除、ア
メリカシロヒトリの防除、除草
剤の散布等の作業

行旅死亡人収容業務手当
行路死亡人の収容業務に従事し
た職員

行路死亡人の収容業務 30 千円 １回  　3,000円

特殊車両（バス、汚泥吸引車、
モーターグレーダー、ショベル
ローダー、ブルドーザー、バッ
クホウ、フォークリフト、草刈
トラクター、コートローラー）
の運転の業務に従事した職員

特殊車両（バス、汚泥吸引車、
モーターグレーダー、ショベル
ローダー、ブルドーザー、バッ
クホウ、フォークリフト、草刈
トラクター、コートローラー）
の運転の業務

し尿処理作業手当
し尿処理施設に勤務し、機械の
運転管理、保守点検作業等に従
事した職員

し尿処理施設に勤務し、機械の
運転管理、保守点検作業等

93 千円 日額　  　220円

上記の他公園内において著しく
不快な業務に従事した職員

上記の他公園内において著しく
不快な業務

公園等管理危険作業手当

日額　  2,400円

学校の入学者の選抜に関する業
務に従事した職員

学校の入学者の選抜に関する業
務

日額　 　 900円

し尿作業手当
し尿の収集処理、し尿の投入口
での作業又は汚物作業に従事し
た職員

し尿の収集処理、し尿の投入口
での作業又は汚物作業

9 千円 日額　　  430円

道路等作業手当
道路上での維持管理作業に従事
した職員

道路上での維持管理作業 485 千円 日額　　  150円

犬猫死体処理作業手当
犬猫の死体処理作業に従事した
職員

犬猫の死体処理作業 465 千円 １回 　　 200円

調理機器等整備業務手当

日額 6,000円から
    12,800円まで

学校の管理下において行われる
部活動における指導業務

支 給 実 績（ 平成 27 年 度 決 算 ） 845,844　千円

職員１人当たり平均支給年額（平成27年度決算） 462　千円

支 給 実 績（ 平成 26 年 度 決 算 ） 771,706　千円

職員１人当たり平均支給年額（平成26年度決算） 427　千円

480 千円

3,409 千円

6,978 千円

学校の管理下において行う非常
災害時の緊急業務に従事した職
員

学校の管理下において行う非常
災害時の緊急業務

主任等に充てられた教諭等で教
務その他の教育に関する業務に
ついての連絡調整及び指導助言
に当たるものに従事した職員

主任等に充てられた教諭等で教
務その他の教育に関する業務に
ついての連絡調整及び指導助言
に当たるもの

360 千円

調理機器の修理及びボイラーの
整備作業に従事した職員

調理機器の修理及びボイラーの
整備作業

154 千円

道路交通法施行規則第２条に規
定する大型自動車又は中型自動
車（車両重量が５t以上のもの又
は最大積載量が３t以上のもの）
の運転の業務に従事した職員

道路交通法施行規則第２条に規
定する大型自動車又は中型自動
車（車両重量が５t以上のもの又
は最大積載量が３t以上のもの）
の運転の業務

日額 　 　110円

日額 　　 200円
上限 月 3,000円

塵芥の収集処理の作業に従事し
た職員

塵芥の収集処理の作業 7,362 千円 日額 　　 400円



(6)　その他の手当（平成28年４月１日現在）

171,501千円

192,944千円

214,511千円

支給実績
(平成27年度決算)

90千円

2,825千円

扶養手当

158千円

234千円

支給職員1人当たり
平均支給年額

（平成27年度決算）
内容及び支給単価

【交通機関等を利用（2㎞以上）】
　運賃等相当額（1月当たり55,000円を限度）
【交通用具を使用（2㎞以上）】
　距離に応じた額（2,700円～28,000円）
【交通機関等と交通用具の併用（2㎞以上）】
　交通機関等の利用距離等を考慮した額

診療所及び保健所に勤務する医師及び歯科医師
に対し、採用後の期間に応じ、306,000円を超
えない範囲内で支給

貸家・貸間
　家賃の額に応じて28,500円を限度に支給
持家
　新築又は購入から5年以内　　　 7,800円
　上記以外　　　　　　   　　　 7,300円

配偶者　　　　　　　　　　　　 13,000円
配偶者以外の扶養親族1人につき　 6,500円
配偶者のいない場合の1人目
　　　　　　　 　　　　 　　　 11,000円
満16歳～22歳の子に対する加算1人につき
　       　　　　　　　   　　  5,000円

初任給調整手当

通勤手当

【国】
交通用具に係る
距離区分及び支
給額が異なる。

異なる

同じ

国の制度
との異同

同じ

異なる住居手当

【国】
貸家・貸間
　家賃の額に応
じて27,000円を
限度に支給

手　当　名
国の制度と
異なる内容

8,475千円

宿日直勤務手当

宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に支給
　勤務1回につき　　　　　　　　 4,200円
※勤務時間が5時間未満の場合
　勤務1回につき　　　　　　　　 2,100円

同じ 0円

義務教育等教員特別手当
教育職員に対し、給料の号給に応じた額
（5,000円～20,200円）を支給 4,210千円

夜間勤務手当

正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前
5時までの間に勤務する職員に対し、勤務1時間
につき、勤務1時間当たりの給与額の100分の25
を支給

同じ 1,635千円 136千円

休日勤務手当

休日において正規の勤務時間中に勤務すること
を命ぜられた職員に対し、勤務1時間につき、
勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じ
たて得た金額を支給

同じ 20,641千円 52千円

管理職手当

職務の級ごとに次の月額を支給
　部長級　　　　　　　　　　　 75,000円
　副部長級　　　　　　　　　　 61,000円
　課長級　　　　　　　　　　　 55,000円
　副課長級　　　　　　　　　　 45,000円

同じ 208,695千円 608千円

0円

管理職員特別勤務手当

管理職手当の支給を受ける職員が、①公務の運
営の必要により週休日又は休日に勤務した場合
②災害への対処等の臨時・緊急の必要により平
日深夜に勤務した場合に支給
　部長級　　12,000円(18,000円)【6,000円】
　副部長級　10,000円(15,000円)【5,000円】
　課長級　　 8,000円(12,000円)【4,000円】
　副課長級　 6,000円( 9,000円)【3,000円】
※( )内は①で勤務時間が6時間を超える場合の
額
※【　】内は②の場合の額

同じ 4,234千円 31千円

71千円

（注） 教育職員（市立川越高等学校の校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師及

び実習助手）の手当は、埼玉県教育職員の例によっているため、上記と異なる場合がある。



５　特別職の報酬等の状況（平成28年４月１日現在）

／

／

／

／

／

６　職員数の状況

税　　務

総　　務

議　　会

衛　　生

民　　生

土　　木

商　　工

農林水産

労　　働

教育部門

小　　計

小　　計

水　　道公
営
企
業
等

会
計
部
門

488

64

2,266

[ 2,483]

202

69

下 水 道

211

72

69 70

小　　計

そ の 他

合 　計

区　　　分 給　　　　料　　　　月　　　　額　　　　等
（参考）類似団体における最高／最低額

960,000　円

722,400　円

717,600　円896,000　円　

1,073,000　円　 1,180,000　円

　896,000円×在職月数×0.35 15,052,800円 任期ごと
市　　　長
副　市　長

平成28年

1

（算定方法）

23,176,800円

576,000　円　

主な増減理由
平成27年

13

(1)　部門別職員数の状況と主な増減理由

710,000　円 510,000　円

641,000　円　 827,000　円 625,000　円

588,000　円　 748,000　円 555,000　円

対前年増減数

市　　　長

副　市　長

議　　　長

副　議　長

議　　　員

市　　　長
副　市　長

給料月額の6％

（平成27年度支給割合）

4.20月分
議　　　長
副　議　長
議　　　員

（平成27年度支給割合）

4.20月分

市　　　長
副　市　長

（１期の手当額）

1,073,000円×在職月数×0.45

　　　　　区　分
 部　門

任期ごと
（支給時期）

退
職

手
当

地
域

手
当

期
末
手
当

報
　
酬

給
　
料

普
通
会
計
部
門

一
般
会
計
部
門

（各年４月１日現在）

344

99

507

311

5

31

27

2,064

239

1,576

2,128

497

1,631

245

まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進
職員配置の見直し　　等

再任用短時間職員のフルタイム化
新給食センター稼働に向けた準備
職員配置の見直し　　等

〈参考〉人口1万人当たりの職員数 60.76人

埼玉県市議会議長会会長市の事務局対応

職員配置の見直し　　等

3

職　　員　　数

0

2

1

6

17

2

55

9

64

認定審査の充実
職員配置の見直し

101

361

14

[  ▲46 ]
〈参考〉人口1万人当たりの職員数 66.79人

3

9

73

5

1

69

2,339

[ 2,437]

28

33

5

314

530

組織改正に伴う増員
再任用短時間職員のフルタイム化
マイナンバー制度対応
職員配置の見直し　　等

職員配置の見直し

再任用短時間職員のフルタイム化

組織改正に伴う増員
再任用短時間職員のフルタイム化
職員配置の見直し　　等

再任用短時間職員のフルタイム化
新斎場の供用開始に向けた増員
職員配置の見直し
動物管理センター業務の民間委託　等

23

再任用短時間職員のフルタイム化

川越駅西口整備事業の推進
再任用短時間職員のフルタイム化
職員配置の見直し

（注）１ 職員数は一般職に属する職員数である。



(3.54%)

(-7.9%)公営企業等会計　計

(4.8%)普通会計　計

(6.0%)教育

〜 〜 〜 〜

未満 23歳 27歳

(4.5%)一般行政

　　　   年度
部門別

職員数
（人）

区分

44歳 48歳 52歳 56歳

468 491

2,228

2,339

計

(2)　年齢別職員構成の状況（平成28年４月１日現在）

〜

5 53

総合計 2,259

20歳 20歳 24歳 28歳
〜 〜 〜 〜

1,561 1,538

32歳 36歳 40歳

211 223

31歳 35歳

80

-18 

98

28

70

229 222 208 203 202 211

2,030 2,006 2,050 2,059 2,064 2,128

469

2,266 2,339

483 488 497

1,559 1,576 1,576

2,258 2,262

1,631

過去5年間の増減数（率）

(3)　職員数の推移

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年

39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳

240 237 203

〜

以上

110203 250 269 335

〜 〜

60歳

（注）１ 職員数は一般職に属する職員数である。

２ [     ]内は、条例定数の合計である。
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比



７　公営企業職員の状況

ア　決算

イ　特記事項

なし

ア　期末手当・勤勉手当

（参考）
平成26年度の総費用に
占める職員給与費比率

千円 千円 千円

(1)　水道事業

①　職員給与費の状況

総費用
純損益又は
実質収支

職員給与費
総費用に占める
職員給与費比率

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ
区分

％ ％平成27年度

5,881,790 532,664 451,447 7.7 7.9

区分

職員数 給与費 (参考)一人当
たり給与費

(参考)類似団
体平均一人当
たり給与費Ａ

給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計　Ｂ
Ｂ／Ａ

②　職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成28年４月１日現在）

区　分 平均年齢 基本給 平均月収額

平成27年度 人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

73 288,558 63,725 110,279 462,562 6,336 6,190

③　職員の手当の状況

川越市 団体平均

１人当たり平均支給額（平成27年度） １人当たり平均支給額（平成27年度）

1,529 千円 1,464 千円

川越市 42.7 歳 362,412円 561,254円

団体平均 45.0 歳 342,822円 509,358円

－

役職加算 5～20％

－職制上の段階、職務の級等による加算措置

期末手当 勤勉手当

2.60月分

（1.45）月分

1.6月分

（0.75）月分

（平成27年度支給割合）

（加算措置の状況）

（注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費114,335,379円を含まない。

（注）１ 職員手当には退職給与金を含まない。

２ 職員数は、平成28年３月31日現在の人数である。

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。

（注）（ ）内は、再任用職員に係る支給割合である。



イ　退職手当（平成28年４月１日現在）

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、26年度に退職した職員に支給された平均額である。  

ウ　地域手当（平成28年４月１日現在）

エ　特殊勤務手当（平成28年４月１日現在）

オ　時間外勤務手当

川越市 団体平均

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

その他の加算措置

定年前早期退職特例措置（ 2％～20％加算）

18,255千円 15,855千円１人当たり平均支給額 １人当たり平均支給額

勤続35年 41.325月分 49.59 月分

最高限度額 49.59 月分 49.59 月分

勤続20年 20.445月分 25.55625月分

勤続25年 29.145月分 34.5825 月分

川越市 6% 73 6%

支　給　実　績（平成27年度決算） 18,519 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成27年度決算） 250,254円

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

支給実績（平成27年度決算） 235 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成27年度決算） 47,020円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成27年度） 6.8%

手当の種類（手当数） 2

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績 左記職員に対
する支給単価（平成27年度決算）

特殊車両運転手当

特殊車両（バス、汚泥吸引車、
モーターグレーダー、ショベル
ローダー、ブルドーザー、バッ
クホウ、フォークリフト、草刈
トラクター、コートローラー）
の運転の業務に従事した職員

特殊車両（バス、汚泥吸引車、
モーターグレーダー、ショベル
ローダー、ブルドーザー、バッ
クホウ、フォークリフト、草刈
トラクター、コートローラー）
の運転の業務

136 千円
日額 　　 200円
上限 月 3,000円道路交通法施行規則第２条に規

定する大型自動車又は中型自動
車（車両重量が５t以上のもの
又は最大積載量が３t以上のも
の）の運転の業務に従事した職
員

道路交通法施行規則第２条に規
定する大型自動車又は中型自動
車（車両重量が５t以上のもの
又は最大積載量が３t以上のも
の）の運転の業務

上水道管路の修繕等に従事した
職員

上水道管路の修繕等の業務 100 千円
日額 　　 150円
上限 月 3,300円

支 給 実 績（ 平成 27 年 度 決 算 ） 20,046 千円

水道管路維持作業手当
石綿管の改修作業等に従事した
職員

石綿管の改修作業等の業務 ― 日額　　  370円

職員１人当たり平均支給年額（平成27年度決算） 304 千円

支 給 実 績（ 平成 26 年 度 決 算 ） 14,248 千円

職員１人当たり平均支給年額（平成26年度決算） 183 千円



カ　その他の手当（平成28年４月１日現在）

ア　決算

イ　特記事項

なし

(2)　下水道事業

①　職員給与費の状況

手　当　名 内容及び支給単価
一般行政
職の制度
との異同

一般行政職の制
度と異なる内容

支給実績
(平成27年度決算)

支給職員1人当たり
平均支給年額

（平成27年度決算）

通勤手当

【交通機関等を利用（2㎞以上）】
　運賃等相当額（1月当たり55,000円を限度）
【交通用具を使用（2㎞以上）】
　距離に応じた額（2,700円～28,000円）

同じ 5,707 千円 90,593円

扶養手当

配偶者　　　　　　　　　　　　 13,000円
配偶者以外の扶養親族1人につき　 6,500円
配偶者のいない場合の1人目
　　　　　　　 　　　　 　　　 11,000円
満16歳～22歳の子に対する加算1人につき
　       　　　　　　　   　　  5,000円

同じ 7,956 千円 227,313円

住居手当

貸家・貸間
　家賃の額に応じて28,500円を限度に支給
持家
　新築又は購入から5年以内　　　 7,800円

同じ 5,923 千円 128,763円

夜間勤務手当

正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前
5時までの間に勤務する職員に対し、勤務1時間
につき、勤務1時間当たりの給与額の100分の25
を支給

同じ ― ―

宿日直勤務手当

宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に支給
　勤務1回につき　　　　　　　　 4,200円
※勤務時間が5時間未満の場合
　勤務1回につき　　　　　　　　 2,100円

同じ ― ―

管理職員特別勤務手当

管理職手当の支給を受ける職員が、①公務の運
営の必要により週休日又は休日に勤務した場合
②災害への対処等の臨時・緊急の必要により平
日深夜に勤務した場合に支給
　部長級　　12,000円(18,000円)【6,000円】
　副部長級　10,000円(15,000円)【5,000円】
　課長級　　 8,000円(12,000円)【4,000円】
　副課長級　 6,000円( 9,000円)【3,000円】
※( )内は①で勤務時間が6時間を超える場合の
額
※【　】内は②の場合の額

同じ 76 千円 12,667円

休日勤務手当

休日において正規の勤務時間中に勤務すること
を命ぜられた職員に対し、勤務1時間につき、
勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じ
たて得た金額を支給

同じ 176 千円 15,982円

管理職手当

職務の級ごとに次の月額を支給
　部長級　　　　　　　　　　　 75,000円
　副部長級　　　　　　　　　　 61,000円
　課長級　　　　　　　　　　　 55,000円
　副課長級　　　　　　　　　　 45,000円

同じ 5,652 千円 628,000円

区分
総費用

純損益又は
実質収支

職員給与費
総費用に占める
職員給与費比率

（参考）
26年度の総費用に占
める職員給与費比率Ａ Ｂ Ｂ／Ａ

27年度 千円 千円 千円 ％ ％

5,750,338 216,690 351,369 6.1 6.2

区分

職員数 給与費 (参考)一人当
たり給与費

(参考)類似団
体平均一人当
たり給与費Ａ

給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計　Ｂ
Ｂ／Ａ

27年度 人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

70 276,485 60,378 108,327 445,190 6,360 6,129

（注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費 183,874,357円を含まない。

（注）１ 職員手当には退職給与金を含まない。

２ 職員数は、平成28年３月31日現在の人数である。



ア　期末手当・勤勉手当

イ　退職手当（平成28年4月1日現在）

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、27年度に退職した職員に支給された平均額である。  

②　職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成28年4月1日現在）

区　分 平均年齢 基本給 平均月収額

川越市 42.9 歳 359,344円 544,505円

団体平均 44.0 歳 340,516円 507,458円

③　職員の手当の状況

川越市 団体平均

１人当たり平均支給額（平成27年度） １人当たり平均支給額（平成27年度）

49.59 月分

その他の加算措置

1,548 千円 1,448 千円

（平成27年度支給割合）

－
期末手当 勤勉手当

2.60月分 1.6月分

（1.45）月分 （0.75）月分

（加算措置の状況）

－職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算 5～20％

川越市 団体平均

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続20年 20.445月分 25.55625月分

勤続25年 29.145月分 34.5825 月分

勤続35年 41.325月分 49.59 月分

最高限度額 49.59 月分

定年前早期退職特例措置（ 2％～20％加算）

１人当たり平均支給額 13,214 千円 １人当たり平均支給額 8,296千円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。

（注）（ ）内は、再任用職員に係る支給割合である。



ウ　地域手当（平成28年４月１日現在）

エ　特殊勤務手当（平成28年４月１日現在）

オ　時間外勤務手当

支給職員１人当たり平均支給年額（平成27年度決算） 88,918円

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

川越市 6% 67 6%

支給実績（平成27年度決算） 1,689 千円

支　給　実　績（平成27年度決算） 17,519 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成27年度決算） 250,266円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成27年度） 27.1%

手当の種類（手当数） 4

支 給 実 績（ 平成 27 年 度 決 算 ） 13,786 千円

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績 左記職員に対
する支給単価（平成27年度決算）

下水道管路及び下水ポンプ場の
維持管理業務

1,497 千円 日額 　　 420円

特殊車両運転手当

特殊車両（バス、汚泥吸引車、
モーターグレーダー、ショベル
ローダー、ブルドーザー、バッ
クホウ、フォークリフト、草刈
トラクター、コートローラー）
の運転の業務に従事した職員

特殊車両（バス、汚泥吸引車、
モーターグレーダー、ショベル
ローダー、ブルドーザー、バッ
クホウ、フォークリフト、草刈
トラクター、コートローラー）
の運転の業務

159 千円
日額 　　 200円
上限 月 3,000円道路交通法施行規則第２条に規

定する大型自動車又は中型自動
車（車両重量が５t以上のもの
又は最大積載量が３t以上のも
の）の運転の業務に従事した職
員

道路交通法施行規則第２条に規
定する大型自動車又は中型自動
車（車両重量が５t以上のもの
又は最大積載量が３t以上のも
の）の運転の業務

下水道管路維持作業手当

工場排水等の調査において排水
の採取等に従事した職員

工場排水等の調査において排水
の採取等の業務

34 千円 日額　　  370円排水等調査指導手当

支 給 実 績（ 平成 26 年 度 決 算 ） 10,829 千円

下水道管路及び下水ポンプ場の
維持管理に従事した職員

下水道使用料滞納処分業務手当

下水道使用料の滞納処分に係る
捜索、差押え、公売又は差し押
さえた債権の取立ての業務に従
事した職員

下水道使用料の滞納処分に係る
捜索、差押え、公売又は差し押
さえた債権の取立ての業務

―
日額 　　 200円
上限 月 3,000円

職員１人当たり平均支給年額（平成27年度決算） 226 千円

職員１人当たり平均支給年額（平成26年度決算） 150 千円



カ　その他の手当（平成28年４月１日現在）

同じ 6,430 千円 131,231円

通勤手当

【交通機関等を利用（2㎞以上）】
　運賃等相当額（1月当たり55,000円を限度）
【交通用具を使用（2㎞以上）】
　距離に応じた額（2,700円～28,000円）
【交通機関等と交通用具の併用（2㎞以上）】
　交通機関等の利用距離等を考慮した額

同じ

手　当　名 内容及び支給単価
一般行政
職の制度
との異同

一般行政職の制
度と異なる内容

支給実績
(平成27年度決算)

支給職員1人当たり
平均支給年額

（平成27年度決算）

夜間勤務手当

正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前
5時までの間に勤務する職員に対し、勤務1時間
につき、勤務1時間当たりの給与額の100分の25
を支給

同じ

扶養手当

配偶者　　　　　　　　　　　　 13,000円
配偶者以外の扶養親族1人につき　 6,500円
配偶者のいない場合の1人目
　　　　　　　 　　　　 　　　 11,000円
満16歳～22歳の子に対する加算1人につき
　       　　　　　　　   　　  5,000円

同じ 9,402 千円 247,421円

― ―

5,442 千円 83,722円

住居手当

貸家・貸間
　家賃の額に応じて28,500円を限度に支給
持家
　新築又は購入から5年以内　　　 7,800円
　上記以外　　　　　　   　　　 7,300円

管理職員特別勤務手当

管理職手当の支給を受ける職員が、①公務の運
営の必要により週休日又は休日に勤務した場合
②災害への対処等の臨時・緊急の必要により平
日深夜に勤務した場合に支給
　部長級　　12,000円(18,000円)【6,000円】
　副部長級　10,000円(15,000円)【5,000円】
　課長級　　 8,000円(12,000円)【4,000円】
　副課長級　 6,000円( 9,000円)【3,000円】
※( )内は①で勤務時間が6時間を超える場合の
額
※【　】内は②の場合の額

同じ 20 千円 10,000円

宿日直勤務手当

宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に支給
　勤務1回につき　　　　　　　　 4,200円
※勤務時間が5時間未満の場合
　勤務1回につき　　　　　　　　 2,100円

同じ ― ―

休日勤務手当

休日において正規の勤務時間中に勤務すること
を命ぜられた職員に対し、勤務1時間につき、
勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じ
たて得た金額を支給

同じ 177 千円 35,470円

管理職手当

職務の級ごとに次の月額を支給
　部長級　　　　　　　　　　　 75,000円
　副部長級　　　　　　　　　　 61,000円
　課長級　　　　　　　　　　　 55,000円
　副課長級　　　　　　　　　　 45,000円

同じ 6,090 千円 609,000円


